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(57)【要約】
　制限された伸縮性の織り地で形成された衣服は、衣服
の重要な領域に伸縮性を与えるために編物伸縮パネルを
含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が衣服の複数の主要な部分の１つを形成し、各々が複数の縫い目の縁によって画定
されたパターンを有する複数の制限された伸縮性の衣服パネルと、
　複数の伸縮パネルと
　を備える衣服であって、前記衣服パネルは、事前に選択された縫い目の縁の事前に選択
された部分に前記伸縮パネルを含むように一緒に縫い合わされている衣服。
【請求項２】
　前記伸縮パネルの各々は、前記制限された伸縮性の衣服パネルの各々の第１の伸張率の
少なくとも２倍である第２の伸張率を有する、請求項１に記載の衣服。
【請求項３】
　制限された伸縮特性を有する第１の生地を利用して各々が作成された複数の衣服パネル
であって、各々が、前記衣服の複数の主要な部分の１つを形成し、複数の縫い目の縁を有
する複数の衣服パネルと、
　制限された伸縮特性を持たない第２の生地を利用して各々が作成された複数の伸縮パネ
ルであって、各々が、前記複数の衣服パネルの１つまたは複数の前記縫い目の縁の間に取
り付けられる複数の伸縮パネルと
　を備える衣服。
【請求項４】
　前記第１の生地は織り地であり、前記第２の生地は編み地である、請求項２に記載の衣
服。
【請求項５】
　前記衣服パネルは、対応する主要な部分の少なくとも第１の対を備え、対応する主要な
部分の前記第１の対の各々は一対の脇の縫い目を有し、各々の脇の縫い目は、前記主要な
部分の反対の位置の縁に配置されており、前記複数の伸縮パネルの第１の対の各１つは、
対応する主要な部分の前記脇の縫い目の間に取り付けられる、請求項３に記載の衣服。
【請求項６】
　対応する主要な部分の前記第１の対の各々は、肩の縫い目の少なくとも第１の対をさら
に含んでおり、各々の肩の縫い目は、前記主要な部分の頂部の縁に配置され、ネックライ
ン部分によって隔てられており、前記複数の伸縮パネルの第２の対の各１つは、主要な部
分の対応する第１の対の前記肩の縫い目の間に取り付けられる、請求項５に記載の衣服。
【請求項７】
　対応する主要な前記第１の対の各々は、前記それぞれの脇の縫い目と前記肩の縫い目と
の間の前記主要な部分の反対の位置の縁に配置された一対の腕の開口部をさらに含んでお
り、前記衣服パネルは、主要な部分の第２の対をさらに備え、対応する主要な部分の前記
第２の対の各々は、袖として形成され、それぞれの腕の開口部に取り付けられ、対応する
主要な部分の前記第２の対の各々は、一対の脇の下の縫い目を有しており、前記複数の伸
縮パネルの第３の対の各１つは、主要な部分の前記第２の対のそれぞれ１つの前記脇の下
の縫い目の間に取り付けられる、請求項６に記載の衣服。
【請求項８】
　前記織り地は、天然繊維、合成繊維、または天然繊維と合成繊維の混紡を含む、請求項
４に記載の衣服。
【請求項９】
　前記天然繊維は、ウール、絹、カシミア、綿、麻またはモヘアを含む、請求項８に記載
の衣服。
【請求項１０】
　前記第１の生地は、１５パーセントを超えない生地の伸張率を有する、請求項３に記載
の衣服。
【請求項１１】
　前記第２の生地は、１５パーセントを超える生地の伸張率を有する、請求項１０に記載
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の衣服。
【請求項１２】
　前記第２の生地は、前記第１の生地の第１の伸張率の２倍である第２の伸張率を有する
、請求項３に記載の衣服。
【請求項１３】
　前記記複数の衣服パネルの１つが正面パネルであることと、
　前記複数の伸縮パネルの１つが背面パネルであることを
　さらに含む、請求項３に記載の衣服。
【請求項１４】
　前記正面パネルと前記背面パネルとの間に取り付けられた少なくとも一対の追加の伸縮
パネルをさらに備える、請求項１３に記載の衣服。　
【請求項１５】
　制限された伸縮特性を有する第１の生地を利用して各々が作成された複数の衣服パネル
であって、
　　ネックラインの縫い目の縁と、正面パネルの頂部の縁に沿って前記ネックラインの縫
い目の縁の反対の側にある一対の肩の縫い目の縁と、前記正面パネルの対応する脇の縁に
ある一対の脇の縫い目の縁と、それぞれの脇の縫い目の縁をそれぞれの肩の縫い目の縁に
つないでおり、前記正面パネルの反対の位置にある頂部の角部分にわたって形成された一
対の腕の縫い目の縁とを有する正面パネルと、
　　ネックラインの縫い目の縁と、背面パネルの頂部の縁に沿って前記正面パネル上の前
記肩の縫い目の縁に一致する一対の肩の縫い目の縁と、
前記正面パネル上の前記脇の縫い目の縁に一致する一対の脇の縫い目の縁と、
前記正面パネル上の前記肩の縫い目の縁に一致する一対の腕の縫い目の縁とを有する背面
パネルと
　を含む複数の衣服パネルと、
　制限された伸縮特性を持たない第２の生地を利用して各々が作成された複数の伸縮パネ
ルであって、
　　前記伸縮パネルの第１の対の各１つが、前記正面パネルと前記背面パネルの前記対応
する脇の縫い目の間に取り付けられることと、
　　前記伸縮パネルの第２の対の各１つが、前記正面パネルと前記背面パネルの前記対応
する肩の縫い目の間に取り付けられることと
　を含む複数の伸縮パネルと
　を備える衣服。
【請求項１６】
　前記第１の生地は織り地であり、前記第２の生地は編み地である、請求項１５に記載の
衣服。
【請求項１７】
　前記衣服パネルが、略円筒形形状を各々が有し、かつ一対の脇の下の縫い目の縁を各々
が有する一対の袖パネルを含んでおり、前記袖パネルの各々は、前記正面パネルと前記背
面パネルのそれぞれの腕の縫い目の縁に取り付けられることと、
　前記伸縮パネルは、前記それぞれの袖パネルの前記脇の下の縫い目の間に取り付けられ
た前記伸縮パネルの第３の対を含むことと
　をさらに含む、請求項１５に記載の衣服。
【請求項１８】
　前記第２の生地は、前記第１の生地の第１の伸張率の２倍である第２の伸張率を有する
、請求項１５に記載の衣服。
【請求項１９】
　前記伸縮パネルが、略円筒形形状を各々が有し、一対の脇の下の縫い目の縁を各々が有
する一対の袖を含んでおり、前記袖の各々は、前記正面パネルと前記背面パネルのそれぞ
れの腕の縫い目の縁に取り付けられることをさらに含む、請求項１５に記載の衣服。
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【請求項２０】
　前記第２の生地は、前記第１の生地の第１の伸張率の２倍である第２の伸張率を有する
、請求項１５に記載の衣服。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に、衣服の製造の分野に関し、より具体的には非伸縮性の衣服に組み込ま
れた編物のパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファッション製品の世界では、美的に満足することに加えて、身体にぴったり合い、か
つ快適である衣服を提供することが望ましい。しかしながら、幅広い種類の身体のタイプ
および顧客ベースのサイズを考えると、多くの異なるタイプおよびスタイルの衣服に対し
てこうしたことを達成するのは難しい場合がある。よって、衣服のデザイナーおよび製造
業者は、このような目的を達成するために新たな方法を探し続けている。
【０００３】
　身体にフィットした衣服、すなわち、個人の身体に概ねぴったりしており、大きすぎた
り小さすぎたりしない衣服は、とても人気がある。さらに、そのような衣服は、ジッパー
、ボタンまたはスナップなどの締め具を必要としないことが望まれることも多く、その理
由は、このような機構は、それ以外の方法によって簡素化された設計に対して、不便であ
ったり、快適ではなかったり、および／または見苦しい場合があるためである。
【０００４】
　１つの選択肢は、衣服全体を合成ライクラまたはライクラと綿の混紡など伸縮する材料
から作成することであるが、そのような衣服は一般的には、活動性や運動性の追求により
適している。別の選択肢は、網目の構造からその伸縮特性を得る編物である。
【０００５】
　他のタイプの衣類の要望に関しては、衣服は、伸縮しない、または制限された伸縮性を
有する材料から織られた生地で作成されることが多い。詳細には、綿、ウール、麻、絹な
どの天然繊維から作成された織り地は一般に、耐久性のある着用特性を呈するが、伸縮特
性はほとんどないか、まったくない。
【０００６】
　しかしながら多くの場合、とりわけ身体にぴったりした、またはぴったり合った衣服の
場合、織り地から作成された衣服は、衣服のサイズが過剰に大きい、あるいはそれが、ジ
ッパー、ボタンまたはスナップなどの締め具を特徴として備える場合を除いて、簡単に着
用するのが難しくなるであろう。
【０００７】
　したがって、そのかなりの割合が主として天然繊維から作成された織り地、あるいは制
限された伸縮特性を持つ合成繊維または合成の混紡から作成された織り地を有するが、そ
れにも関わらず、その衣服が重要な箇所では伸縮する能力を有することで、サイズを大き
くすることなく着用者がそれを簡単に着ることができるような方法で構成される衣服を提
供することが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】編物伸縮パネルを有するＴシャツの正面の平面図である。
【図２】図１のＴシャツの左側の平面図である。
【図３】図１のＴシャツの背面の平面図である。
【図４】図１のＴシャツの脇の縫い目用に作成された編物パネルの正面の平面図である。
【図５】図１のＴシャツの肩の縫い目用に作成された編物パネルの正面の平面図である。
【図６Ａ】図１の半袖Ｔシャツの脇の下の縫い目用に作成された編物パネルの正面の平面
図である。
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【図６Ｂ】長袖Ｔシャツの脇の下の縫い目用に作成された編物パネルの正面の平面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１～図３は、基本の衣服１００、すなわち制限された伸縮性の生地から各々作成され
た対応する正面パネル１１０と、背面パネル１２０とを有する半袖Ｔシャツの正面図、左
側の図および背面図をそれぞれ示している。例えば、綿、ウール、絹、カシミア、麻、モ
ヘアなどの織り地、アクリル、ナイロン、ポリエステル、レーヨンなどの合成織物材料、
あるいはレーヨン／綿、ポリエステル／綿、ポリエステル／ウールまたはウール／アクリ
ルなどの任意の混合された組成の織物材料などの織物は典型的には、伸張および／または
伸張からの回復力をほとんど提供しない、または全く提供せず、身体にぴったりした、お
よび／または特別注文の衣服で使用される場合が多い。よって一般には、大抵の織り地は
、比較的小さい伸張率を有する。
【００１０】
　生地の伸張は通常、布目方向にわたって水平方向に耳から耳まで測定され、二方向の伸
張と呼ばれる。生地の伸張率は、生地をルーラまたはルーラの碁盤目に当ててゆとりを持
って置き、端の地点に印を付け、その後、生地を無理のない延長地点まで伸ばし、端の地
点の新たな測定値を読み取ることによって推定されてよい。例えば、生地がゆとりを持っ
て４インチのところに配置され、生地が無理なく６インチの長さまで伸びる場合、このと
き、４インチの生地サンプルの２インチの伸張は合計で５０％の伸張率になる。４方向の
伸張は、生地を水平方向と垂直方向の両方に伸ばすことができる場合を指す。
【００１１】
　一般に、織り地は、生地の種類および織り方に応じて、例えば１～１５％の範囲内の比
較的低い伸張率によって特徴付けられる。典型的な１００％ウールのスーツは、およそ１
４％の伸張率を有するのに対して、いくらか制限された伸張度合いを提供するように特別
に織られた１００％ウールは、およそ１２％の伸張率しか持たない。
【００１２】
　対照的に、全ての編み地は、ある程度まで伸張し、編み地のこの固有の「弾力性」によ
って、衣服がより快適になり、フィットし易くなる傾向がある。例えば、縦編みは一般に
、平坦で、滑らかな表面を提供し、垂直方向の伸張はほとんどない、または全くなく、ま
た横方向の伸張の度合いは変動する。横編みは、横方向における中ぐらいから多量の伸張
と、いくらかの縦方向の伸張とを有する傾向がある。
【００１３】
　よって、主として織り地から作成された衣服に対してより大きな快適さを与えるために
、正面パネル１１０と背面パネル１２０は、編み地などの伸縮する生地から各々作成され
た一対の脇パネル１３０と、一対の肩パネル１４０とを利用して合わせてくっつけられる
。編み地にはいくつかの種類があり、軽量のものから、中くらいの重さまで様々であり、
また全ては、かなりの大きさの伸張、すなわち典型的には５０～１００％の範囲内ではあ
るが、一般には選択された織り地を超える伸張を提供する。本明細書に記載される目的の
ために、衣服の主たる部分を作成するのに使用される対応する制限された伸張の生地の少
なくとも２倍の伸張率を有する生地で作成された伸縮パネルを設けることが望ましい。生
地のパターンは典型的には、織り地または編み地のいずれかのために設計されるが、編み
地用にサイズが決められたパターンは、そのパターンを作成するために生地に必要とされ
る伸張の分量を指定する。
【００１４】
　一対の袖１５０が、同様に制限された伸縮性の織り地から作成され、前面、背面、脇お
よび肩パネルによって規定されるそれぞれの腕の開口部に取り付けられる。半袖が示され
ているが、袖１５０は、任意の長さであってよい、または完全に省かれる場合もある。
袖１５０の各々は、脇の下の編物伸縮パネル１６０によって、そのそれぞれの腕の開口部
１０１の底部側にある縫い目１５１のところでそれ自体に結合された略円形または円筒形
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の生地パネルである。代替の一実施形態において、袖が、代わりに編み地で作成される場
合もあり、そのため編物伸縮パネルは必要とされない。
【００１５】
　正面パネル１１０を裁断するパターンは、各側においてパネルの底部（シャツの下部の
へり）から腕の開口部１０１における縫い目１１２まで伸びる脇の縁１１１または縫い目
と、脇の縁とそれぞれの肩の縁１１３または縫い目をつなぐ概ね半円のパターンで腕の開
口部１０１を画定する腕の縁１１２または縫い目と、肩のラインに概ね沿って水平方向に
伸びる肩の縁と、肩の縁の各々をつなぎ合わせ、首の開口部１０２の前面を画定するスク
ープネック縁１１４または縫い目とを画定する。
【００１６】
　背面パネル１２０を裁断するパターンは、正面側のパネルと同様であり、正面側１１０
にある脇の縁１１１と一致する脇の縁／縫い目１２１と、腕の開口部１０１を画定する正
面側の腕の縁１１２と一致する腕の縁／縫い目１２２と、正面側の肩の縁１１３と対応し
て概ね肩のラインに沿って水平方向に伸びる肩の縁／縫い目１２３と、肩の縁の各々をつ
なぎ、首の開口部１０２の背面を画定する背面の首の縁／縫い目１２４とを画定する。こ
の例では、背面パネルには、さらなる快適さを与えるために中心を下に下がるプリーツが
含まれているが、このような要素は衣服にとって必須ではない。代替の一実施形態では、
背面パネルは代わりに、編み地で全体が作成される場合もある、すなわち背面パネル全体
が伸縮パネルである。代替の一実施形態では、脇パネルが含まれる場合、または含まれな
い場合もある。
【００１７】
　図４を参照すると、衣服に組み込む前の、一対の編物の脇パネル１３０または畝織り模
様が例示されている。編物の脇の畝織り模様１３０は、示されるように対で形成され、そ
の後で切り離され、上記で説明したように衣服１００の脇の縫い目のところで所定の場所
に縫い付けられる。完成した縁の機能部分１３１を畝織り模様の底部に設けることができ
る。
【００１８】
　同様に、図５では、肩パネル１４０が、その片側に完成した縁１４１を含む１つの完全
な編物の一片として例示されている。この一片はその後、６つの個々の肩パネルに分割さ
れて、衣服において最大３つの肩の異なるセットを提供する。同様に図６Ａは、各々のパ
ネルが完成した縁１６１を有する、半袖シャツ用の一対の脇の下パネル１６０を例示する
。図６Ｂは、各々のパネルが完成した縁部１７１を有する、長袖シャツ用の一対の脇の下
パネル１７０を例示する。
【００１９】
　一実施形態において、中くらいのサイズのシャツの場合、脇パネル１３０は、おおよそ
１９インチの高さで３．５インチの幅であってよく、肩パネル１４０は、おおよそ６イン
チの高さで３インチの幅であってよく、脇の下パネル１６０は、半袖シャツの場合おおよ
そ４インチの高さで３．５インチの幅であってよく、長袖シャツの場合おおよそ１８イン
チ長くなる場合がある。比例する測定値を他のサイズ変更のオプションに対して決めるこ
とができる。例示の実施形態は、脇の伸縮パネル、肩の伸縮パネルおよび脇の下の伸縮パ
ネルをそのそれぞれの衣服の位置決め時の全長に沿って延びるものとして示しているが、
このような特徴部分は、例示であることが意図されており、限定するものではない。これ
より短い伸縮パネルが特定の衣服における重要な場所で利用される場合もある。例えば脇
の伸縮パネルは、より大きな上半身を有する人により優れたフィット性を与えるために、
脇の下の位置から下部のヘムまでずっと伸びるのではなく、胸郭の下までしか伸びていな
い場合もある。
【００２０】
　衣服１００は、ボタン、ジッパーなどのいかなる締め具機構も持たない、または必要と
しないが、そのような機構はなお、美的な目的のために存在する場合もあることに留意さ
れたい。編物パネルは、衣服の特定の領域における、例えば例示の衣服１００の脇、肩お
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よび脇の下の領域における伸張を可能にする付加的な衣服の一片を形成するために、織物
の衣服パネルの縁／縫い目に取り付けられる、例えば裁断され縫い付けられる。こうして
、編物の脇パネル１３０の各々は、それぞれの脇の縫い目１１１、１２１と、それぞれの
腕の縫い目１１２の脇の下部分とに取り付けられる。編物の肩パネル１４０の各々は、そ
れぞれの肩の縫い目１１３、１２３と、それぞれの腕の縫い目１１２の頂部部分とに取り
付けられる。肩パネル１４０によって上半身の動きを柔軟にすることができ、かつ人の頭
部および首が衣服のネックライン１０２を通ることができるように十分に伸縮することも
可能にする。編物の脇の下パネル１６０の各々は、それぞれの袖の縫い目１５１と、脇の
縫い目１１１、１２１と一緒にそれぞれの腕の縫い目１１２の脇の下部分とに取り付けら
れる。図５における脇の下パネルは、変化に富んだ二頭筋および腕のサイズのため、なら
びに腕の領域を通過する可動性を高めるための空間を与えるために衣服の袖の下に縫い付
けられる。全ての縫い目は、折り伏せ縫い、フレンチ、かがり縫い、または任意の他のス
タイルのまたは種類の縫い付けられた付着物であってよい。
【００２１】
　伸縮する畝織り模様の一片を組み込むことで、動きとフィット性の両方を可能にするこ
とは明白なはずである。伸縮パネルが存在しなかった場合、織物の衣服は、その衣服が極
端にサイズが大きくなければ身体の表面に据えることができないであろう。編物伸縮パネ
ルの数および配置はそれ故、衣服のスタイルに応じて変動する場合がある。例えば長袖シ
ャツに関しては、編物パネルは、衣服の袖全体に伸縮性を与えるために腕に沿って袖口ま
で延びてよい。
【００２２】
　受注製作の編物パネルは、仕上げをした縁を必要とする場合があり、例えばこの場合、
編物パネルは縫い目に縫い込まれることはなく、完全なミラノ編み、リンクス編み、筒形
の天竺編み、または時間の経過と共に劣化することがないきれいな端を提供する任意の他
の編物の編み方によって作成することができる。このような仕上げをした縁によって、編
物パネルの配置に応じて、きれいな、縫われていない縁が可能になる。このようなタイプ
の編物仕上げは、編物の配置および編物の所望される手触りに応じて変わる場合があり、
上記に記載したものに限定される訳ではない。仕上げをした縁の唯一の要件は、繰り返し
着用したときに、それらがほぐれたり、それ以外の方法で衣服を壊したりしないことであ
る。
【００２３】
　本明細書に記載したのと同じ有用性を提供する高い伸張度を備えた任意の生地を受注製
作の編物パネルを配置する際に使用することもできる。これらには、織物のジャージー生
地、合成伸縮生地、または高い伸張度を備えた任意の混合組成の生地が含まれる場合があ
るが、これらに限定されるわけではない。このような生地を使用するための要件は、受注
製作の編物パネルに関するものと同じであり、すなわち伸縮パネルによって、いかなる締
め具もなしに身体にフィットさせることができる非伸縮性の、または制限された伸縮性の
生地を１つの衣服の中に作成することを可能にすることである。
【００２４】
　特有の実施形態を一例として説明してきたが、本発明は開示される実施形態に限定され
ないことを理解されたい。反対に、本開示は、当業者に明白になるような種々の修正形態
および同様の構成も網羅することが意図されている。したがって添付の特許請求の範囲の
範囲は、全てのそのような修正形態および同様の構成を包含するために、最も広い解釈が
与えられるべきである。
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